
は
じ
め
に

｢

刑｣

・｢

徳｣

は
、『

韓
非
子』

巻
二
・
二
柄
篇
に

｢

明
主
の
導

(

由)

り
て
其
の
臣
を
制
す
る
所
の
者
は
、
二
柄
の
み
。
二
柄
と
は�
・�
な

り
。
何
を
か�
・�
と
謂
う
。
曰
く
、
殺
戮
を
こ
れ�
と
謂
い
、
慶
賞

を
こ
れ�
と
謂
う｣

と
あ
り
、
君
主
が
臣
下
を
制
御
す
る
手
段
は
刑
・

徳
の
二
つ
と
す
る
。
ま
た

『

管
子』

巻
十
四
・
四
時
篇
に

｢��
節
を

易
え
次
を
失
え
ば
、
則
ち
賊
氣� す

み
や

か
に
至
り
、
賊
氣�
か
に
至
れ
ば
、

則
ち
國
に
災
殃
多
し
。
是
の
故
に
聖
王
時
に
務
め
て
政
を
寄
せ
…
…｣

と
あ
り
、
刑
・
徳
が
適
切
な
時
期
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
気
の

働
き
が
時
節
に
反
す
る
こ
と
が
起
こ
り
、
国
に
災
い
が
多
発
す
る
と
し

て
い
る
。
刑
・
徳
は
、
こ
の
よ
う
に
政
治
・
時
令
・
災
害
と
関
わ
る
重

要
な
観
念
で
あ
っ
た
。
胡
文
輝
氏

(

１)

に
よ
る
と
、
陰
陽
学
説
に
よ
っ
て
刑
・

徳
は
陰
陽
・
数
術
の
観
念
に
発
展
し
、
後
に
吉
凶
宜
忌
を
含
み
、
最
終

的
に
占
術
中
の
神�(
吉
神
・
凶
神)

と
な
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
同

時
に

｢

刑
徳｣

は
政
治
社
会
の
概
念
か
ら
数
術
の
も
の
へ
と
変
わ
り
つ

つ
も
、
古
い
観
念
が
新
し
い
観
念
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

廃
さ
れ
て
い
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
刑
・
徳
観
念
の
変
遷
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
中
で
、

筆
者
は
刑
・
徳
観
念
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
戦
国
〜
漢
代
の
文

化
・
社
会
的
背
景
の
一
部
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
る
に
至
っ
た
。
こ
の
変
化
は
数
術
理
論
の
統
一
・
体
系
化
を
も
た
ら

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に

は

｢
陰
陽｣

概
念
等
を
取
り
入
れ
て
占
術
で
用
い
ら
れ
て
い
る
刑
・
徳

に
つ
い
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
る

(

２)

。

こ
の
刑
徳
に
関
す
る
基
本
文
献
に

『

淮
南
子』

天
文
訓
が
あ
り
、
そ

こ
に
は
太
陰
の
運
行
と
連
動
し
た
天
干
・
地
支
の
動
き
か
ら
定
め
ら
れ
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＝
論
説
＝

『
淮
南
子』

天
文
訓

｢

二
十
歳
刑
徳｣

の

｢

刑｣

・｢

徳｣

運
行
に
つ
い
て

小

倉

聖



る
毎
年
の
刑
徳
運
行
で
あ
る

｢

二
十
歳
刑
徳｣

と
、
北
斗
七
星
の
運
行

と
連
動
し
た
陰
陽
の
消
長
を
表
す
毎
月
の
刑
徳
運
行
で
あ
る

｢

刑
徳
七

舎｣
が
み
え
る
。
本
論
文
で
は
数
術
理
論
の
展
開
を
検
討
す
る
た
め
、

と
く
に
こ
の
中
で
軍
事
占
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
二
十
歳
刑
徳
の
刑
・

徳
の
運
行
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節

『
淮
南
子』

天
文
訓
の

｢

二
十
歳
刑
徳｣

に
つ
い
て

｢

二
十
歳
刑
徳｣

に
つ
い
て
、
天
文
訓
に
、

〈
原
文
〉

①
太
陰
在
甲
子
、
刑�
合
東
方
宮
、
常
徙
所
不
勝
。
合
四
歳
而
離
、

離
十
六
歳
而
復
合
。
所
以
離
者
、
刑
不
得
入
中
宮
、
而
徙
於
木
。

②
太
陰
所
居
、
日
爲�
、
辰
爲
刑
。�
剛
曰
自
倍
因
、
柔
曰
徙
所
不

勝
。
刑
、
水
辰
之
木
、
木
辰
之
水
、
金
・
火
立
其
處
。

〈
書
き
下
し
〉

①
太
陰
甲
子
に
在
れ
ば
、
刑�
は
東
方
の
宮
に
合
し
、
常
に
勝
た
ざ

る
所
に
徙
る
。
合
す
る
こ
と
四
歳
に
し
て
離
れ
、
離
る
る
こ
と
十

六
歳
に
し
て
復
た
合
す
。
離
る
る
所
以
は
、
刑
中
宮
に
入
る
こ
と

を
得
ず
し
て
、
木
に
徙
れ
ば
な
り
。

②
太
陰
の
居
る
所
、
日
は�
爲
り
、
辰
は
刑
爲
り
。�
は
剛
な
れ
ば

自
ら
因
を
倍
す
と
曰
い
、
柔
な
れ
ば
勝
た
ざ
る
所
に
徙
る
と
曰
う
。

刑
、
水
な
れ
ば
辰
は
木
に
之
き
、
木
な
れ
ば
辰
は
水
に
之
く
。
金

火
な
れ
ば
其
の
處
に
立
つ
。

〈
日
本
語
訳
〉

①
太
陰
が
甲
子
に
あ
る
と
き
、
つ
ま
り
甲
子
の
年
に
は
、
刑
徳
は
東
方

の
宮
に
共
に
居
り
、
常
に
五
行
の
勝
た
ざ
る
所
に
移
動
す
る
。
刑

徳
が
四
年
は
一
緒
に
同
じ
宮
を
移
動
す
る
も
、
以
降
別
々
に
離
れ

て
十
六
年
移
動
し
て
か
ら
、
ま
た
出
合
う
。
両
者
が
離
れ
る
理
由

は
刑
が
中
宮
に
入
れ
ず
、
水
の
後
は
木
に
移
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。

②
太
陰
の
居
る
所

(

そ
の
年
の
干
支)

は
、
日

(

干)

は
徳
で
あ
り
、

辰(

支)

は
刑
で
あ
る
。
徳
が
剛
で
あ
れ
ば
そ
の
因
を
倍
す
と
言
い
、

柔
で
あ
れ
ば(

相
勝
の)

勝
た
ざ
る
所
に
移
動
す
る
と
言
う
。
刑

が
水
で
あ
れ
ば
、
辰
は
木
に
移
動
し
、
刑
が
木
で
あ
れ
ば
辰
は
水

に
移
動
す
る
。
刑
が
金
も
し
く
は
火
な
ら
ば
そ
の
位
置
に
留
ま
る
。

と
あ
り
、
そ
の
運
行
理
論
は
大
別
し
て
二
種
あ
る
。
一
つ
は
十
干
と
十

二
辰
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
太
陰
の
毎
年
の
所
在
に
お
け

る
、
刑
・
徳
の
相
勝
説
に
基
づ
く
運
行
で
あ
る
。
二
つ
は
毎
年
の
太
陰

所
在
の
十
干
・
十
二
辰
を
起
点
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
と
関
係
し
た
理
論

に
基
づ
く
刑
・
徳
の
運
行
で
あ
る
。
行
論
の
便
宜
上
、
前
者
を
①
、
後

者
を
②
と
略
称
す
る
。

両
者
は
相
異
な
る
原
理
を
利
用
し
て
刑
・
徳
の
運
行
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
述
べ
る
が
、
共
通
し
て
太
陰
の
語
が
見
え
る
。
太
陰

(

３)

と
は
、
十
二

辰
で
分
割
さ
れ
た
天
の

｢

丑
寅｣

と

｢

未
申｣

を
結
ぶ
線
を
軸
と
し
て
、
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歳
星

(

木
星)

の
位
置
と
左
右
対
称
に
置
か
れ
た
観
念
上
の
天
体
で
あ

る
(

４)

(

図
一)

。

図
一

歳
星
が

｢

丑｣

に
あ
る
場
合
の

｢

太
陰｣

の
図

天
文
訓
で
は
、
太
陰
の
十
二
辰
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
基
づ

く
歳
名
と
歳
星
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り

(

５)

、
そ
れ
に
よ
る
と

そ
れ
ぞ
れ
表
一
の
よ
う
に
な
る
。

表
一

太
陰
と
歳
星
の
十
二
辰
に
お
け
る
位
置

｢

歳
星｣

は
赤
道
を
一
二
等
分
し
た
十
二
次
を
移
動
す
る
と
き
、
毎

年
一
次
ず
つ
移
動
す
る
。
表
一
に
よ
る
と
、
歳
星
は
十
二
辰
の
間
を
移

動
す
る
と
き
丑
〜
寅
を
移
動
す
る
の
に
対
し
て
、｢

太
陰｣

は
逆
方
向

に
寅
〜
丑
に
移
動
す
る
。
つ
ま
り
歳
星
は
、
十
二
辰
で
分
け
た
天
で
考

え
る
と
反
時
計
回
り
に
一
周
す
る
が
、
太
陰
は
十
二
辰
の
間
を
時
計
回

り
に
移
動
す
る

(

図
二)

。

図
二

歳
星
と
太
陰
の
動
き

(

＊)

①
〜
⑫
は

｢

太
陰｣

の
移
動
、
●●１１
〜
●●�
は
歳
星
の
移
動
で
あ
る
。

以
上
が
天
を
十
二
辰
で
分
割
し
た
と
き
の
太
陰
の
運
行
で
あ
る
が
、

太
陰
は
十
二
辰
だ
け
で
な
く
、
十
干
の
間
も
移
動
す
る
。『

爾
雅』

釈

天

(

６)

に
よ
る
と
、
太
陰
が
十
干
を
移
動
す
る
と
き
の
歳
名
は
表
二
の
よ
う

で
あ
る
。
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子

午

酉 卯

亥

戌

申

未

丑

寅

辰

巳

太
陰

歳
星

歳名

摂堤格

単 閼

執 徐

大荒落

敦 �
協 洽�君 灘

作 鄂

閹 茂

大淵献

困 敦

赤奮若

歳星

丑

子

亥

戌

酉

申

未

午

巳

辰

卯

寅

太陰

寅

卯

辰

巳

午

未

申

酉

戌

亥

子

丑

子

⑤
●●８８

午

⑪
●●２２

酉 卯 ②
●●�⑧

●●５５

亥

戌

申

未

丑

寅

辰

巳

⑩
●●３３

⑨
●●４４

⑦
●●６６

⑥
●●７７

④
●●９９

③
●●�
①
●●�⑫

●●１１



表
二

太
陰
の
十
干
に
お
け
る
位
置
と
そ
の
歳
名

太
陰
の
運
行
に
基
づ
く
太
歳
紀
年
法
で
は
、
十
干

(

表
二)

と
十
二

辰

(

表
一)

の
歳
名
を
合
わ
せ
て
各
年
を
表
記
す
る
。
例
え
ば
太
陰
が

甲

(

閼
逢)

寅

(

摂
堤
格)
に
居
る
年
は

｢

閼
逢
摂
堤
格

(

７)｣

と
称
す
る

ご
と
く
で
あ
る
。

以
上
よ
り
太
陰
の
運
行
に
は
、
十
干
及
び
十
二
辰
の
場
合
が
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
天
文
訓
①
は
太
陰
が
十
干
・
十
二
辰
を
組
み
合
わ
せ

た
六
十
干
支
に
居
る
場
合

(

六
十
干
支
で
表
さ
れ
た
各
年)

の
、
刑
・

徳
の
運
行
の
記
述
で
あ
り
、
②
は
各
年
の
太
陰
が
居
る
十
干
・
十
二
辰

自
体
を
起
点
に
し
て
、
相
異
な
る
理
論
に
よ
っ
て
刑
・
徳
の
運
行
に
つ

い
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
太
陰
の
用
い
方
の
相

違
も
考
慮
し
て
、
両
者
の
相
異
な
る
刑
・
徳
運
行
理
論
を
検
討
す
る
。

第
二
節

天
文
訓
①
の
各
年
毎
の
太
陰
の
所
在
に

お
け
る

｢

刑｣

・｢

徳｣

の
運
行
と
天
の

五
宮

①
で
は
、
天
を
東
・
西
・
南
・
北
・
中
の
五
宮
に
分
け
、
各
宮
に
五

行
の
木
・
金
・
火
・
水
・
土
を
配
当
し
て
い
る

(

図
三)

。

図
三

天
の
五
宮
と
五
行

東
宮

(

木)

北
宮

(

水)

中
宮

(

土)

南
宮

(

火)

西
宮

(

金)

徳
は
こ
の
五
つ
の
宮
、
刑
は
中
宮
以
外
の
四
宮
を
一
年
に
一
度
移
動

す
る

(

刑
が
中
宮
に
入
ら
な
い
の
は
三
合
論
と
関
係
す
る
が
、
そ
れ
は

②
部
分
の
説
明
箇
所
で
述
べ
る)

。
ま
ず
一
年
目
の
甲
子
の
年
に
、
刑
・

徳
は
木
に
属
す
る
東
宮
に
居
る
。
そ
の
後
両
者
は
、
一
年
毎
に
、
相
勝

説
に
基
づ
き
、
現
在
居
る
宮
の
属
す
る
五
行
の
勝
た
ざ
る
五
行
に
属
す

る
宮
へ
移
動
す
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
甲
子
の
年
に
木
に
属
す
る
東

宮
に
居
る
刑
・
徳
は
、
翌
年
に
相
勝
説
に
よ
り
、
共
に
木
が
勝
た
ざ
る

金
に
属
す
る
西
宮
に
移
動
す
る

(

図
四)

。

図
四

｢

刑｣

・｢

徳｣

の
一
年
毎
の
動
き

東
宮

(

木)

①
Ⅰ

北
宮

(

水)

中
宮

(

土)

南
宮

(

火)
④
Ⅳ

⑤

③
Ⅲ

西
宮

(

金)

②
Ⅱ
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歳名

閼逢

旃蒙

柔兆

強圉

著雍

屠維

上章

重光

玄�
昭陽

太陰
(十干)

甲

乙

丙

丁

戊

己

庚

申

壬

癸



徳
の
運
行
は
①
②
③
④
⑤
、
刑
の
運
行
は
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
の
順
で
一
巡
し
、

そ
の
後
徳
は
⑤
の
後
に
①
に
戻
り
、
刑
は
Ⅳ
の
後
に
Ⅰ
に
戻
っ
て
か
ら

同
じ
運
行
を
繰
り
返
す
。
な
お
五
行
相
勝
説
は
水
↓
火
↓
金
↓
木
↓
土

↓
水
で
順
行
し
、
↓
の
向
か
う
方
向
の
五
行
に
勝
つ
。

三
・
四
年
目
も
刑
・
徳
は
そ
れ
ぞ
れ
南
・
北
宮
に
移
動
す
る
。
し
か

し
五
年
目
に
徳
が
中
宮
に
入
る
の
に
対
し
て
、
刑
は
中
宮
に
入
る
こ
と

な
く
東
宮
に
戻
る
。
以
後
両
者
は
別
々
に
運
行
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
二
十
一
年
目
に
は
、
最
初
の
一
年
目
の
よ
う
に
刑
・
徳
は
共

に
東
宮
に
居
り
、
以
後
二
十
二
・
二
十
三
年
目
は
二
年
目

(

西
宮)

・

三
年
目

(

南
宮)

と
同
じ
よ
う
に
移
動
し
て
い
く
。
つ
ま
り
二
十
年
を

一
つ
の
周
期
と
し
て
刑
・
徳
は
運
行
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
①
部
分
の
刑
・
徳
の
運
行
は
、
天
を
五
つ
に
分
け
た
相
勝
説

に
よ
る
運
行
で
あ
る
。
次
に
、
太
陰
を
軸
と
し
た
天
文
訓
②
の
運
行
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

第
三
節

天
文
訓
②
に
お
け
る｢

太
陰｣

の｢
十
干｣
・

｢

十
二
辰｣

と｢

刑｣

・｢

徳｣

１
、
徳
の
運
行

徳
の
運
行
に
つ
い
て
、
②
に

｢

太
陰
所
居
、
日
爲�｣
と
あ
る
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
太
陰
は
天
干
・
地
支
を
移
動
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
記
述
は
太
陰
の
所
在
が

｢

日｣

の
場
合
は
徳
の
移
動
で
あ
る
こ
と

を
指
し
て
い
る
。
な
お
、｢

日｣

に
つ
い
て
天
文
訓
に｢

東
方
、
木
也
…
…

其
日
甲
乙｣

、｢

凡
日
、
甲
剛
乙
柔
、
丙
剛
丁
柔
、
以
至
于
癸｣

と
あ
る

よ
う
に
、｢

日｣

と
は

｢

天
干｣

を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
太
陰
の
移

動
と
連
動
し
て
徳
も
十
干
を
移
動
す
る
。
徳
が
運
行
す
る
天
干
は
剛
・

柔
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
甲
・
丙
・
戊
・
庚
・
壬
は
皆
な
剛
、

乙
・
丁
・
己
・
辛
・
癸
は
皆
な
柔
で
、
徳
所
在
の
天
干
が
剛
・
柔
の
い

ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
移
動
法
が
変
わ
る
。
②
に
は
剛
の
場
合
の

徳
の
移
動
の
記
述
も
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
移
動
法
は
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
②
に
よ
る
と
柔
の
場
合
の
徳
の
移
動
は
、
五
行
の
勝

た
ざ
る
方
向

(

相
勝
説)

へ
の
移
動
と
な
っ
て
い
る
。

十
干
を
天
文
訓
に
見
え
る
よ
う
に
東
・
西
・
南
・
北
・
中
央
の
方
位

に
分
け
、
こ
れ
に
五
行
を
配
当
す
る
と
、
図
五
の
よ
う
に
甲
・
乙
は
東

で
木
、
丙
・
丁
は
南
で
火
、
戊
・
己
は
中
で
土
、
庚
・
辛
は
西
で
金
、

壬
・
癸
は
北
で
水
と
な
る

(

８)

。

図
五

十
干
の
方
位
配
当
と
五
行
配
当

甲
、
乙

(

徳)

木

壬
、
癸

水

戊
、
己

土

丙
、
丁

火

庚
、
辛

(

徳)

金

｢

柔
曰
徙
所
不
勝｣

と
は
、
徳
所
在
の
天
干
が
柔
、
つ
ま
り
乙
・
丁
・

己
・
辛
・
癸
の
場
合
に
は
、
自
ら
の
天
干
が
属
す
る
五
行
の
勝
た
ざ
る

天
干
へ
と
移
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

(

図
六
を
参
照)

。
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図
六

相
勝
説
と
十
干

た
だ
し
、
各
五
行
・
方
位
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
天
干
が
属
す
る
が
、

柔
の
徳
が
、
ど
ち
ら
の
天
干
に
移
動
す
る
か
は
、
天
文
訓
の
記
述
か
ら

は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
繰
り
返
し
て
言
う
よ
う
に
、
剛
の
徳
の
場
合

の
移
動
も
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
隋
代
の

『

五
行

大
義』

に
よ
り
解
釈
で
き
る

(

以
後
、
天
文
訓
で
解
釈
困
難
な
問
題
は
、

『

五
行
大
義』

等
の
後
世
の
文
献
で
補
っ
て
適
宜
説
明
す
る)

。『
五
行

大
義』

巻
二
論
徳
条
に
、

〈
原
文
〉

干�
者
、
甲�
自
在
、
乙�
在
庚
、
丙�
自
在
、
丁�
在
壬
、
戊

�
自
在
、
己�
在
甲
、
庚�
自
在
、
辛�
在
丙
、
壬�
自
在
、
癸

�
在
戊
。
此
十
干
者
、
甲
・
丙
・
戊
・
庚
・
壬
爲
陽
、
尊
故�
自

處
、
乙
・
丁
・
己
・
辛
・
癸
爲
陰
、
卑
故
配�
於
陽
。
有
從
夫
之

義
、
所
以
不
自
爲�
。

〈
書
き
下
し
〉

干�
は
、
甲
の�
は
自
ら
在
り
、
乙
の�
は
庚
に
在
り
、
丙
の�

は
自
ら
在
り
、
丁
の�
は
壬
に
在
り
、
戊
の�
は
自
ら
在
り
、
己

の�
は
甲
に
在
り
、
庚
の�
は
自
ら
在
り
、
辛
の�
は
丙
に
在
り
、

壬
の�
は
自
ら
在
り
、
癸
の�
は
戊
に
在
る
。
此
れ
十
干
は
、
甲
・

丙
・
戊
・
庚
・
壬
は
陽
爲
り
て
、
尊
き
が
故
に�
は
自
處
し
、
乙
・

丁
・
己
・
辛
・
癸
は
陰
爲
り
て
、
卑
し
き
が
故
に�
を
陽
に
配
す
。

夫
に
從
う
の
義
有
り
、
自
ら
は�
と
爲
ら
ざ
る
所
以
な
り
。

〈
日
本
語
訳
〉

干
徳
の
中
で
、
甲
の
徳
は
自
身
と
同
じ
位
置
の
甲
に
あ
り
、
乙
の

徳
は
庚
に
あ
り
、
丙
の
徳
は
自
身
と
同
じ
位
置
の
丙
に
あ
り
、
丁

の
徳
は
壬
に
あ
り
、
戊
の
徳
は
自
身
と
同
じ
位
置
の
戊
に
あ
り
、

己
の
徳
は
甲
に
あ
り
、
庚
の
徳
は
自
身
と
同
じ
位
置
の
庚
に
あ
り
、

辛
の
徳
は
丙
に
あ
り
、
壬
の
徳
は
自
身
と
同
じ
位
置
の
壬
に
あ
り
、

癸
の
徳
は
戊
に
あ
る
。
こ
の
十
干
の
う
ち
、
甲
・
丙
・
戊
・
庚
・

壬
は
陽
で
あ
っ
て
尊
い
が
た
め
に
徳
は

｢

自
處｣

し
、
乙
・
丁
・

己
・
辛
・
癸
は
陰
で
あ
っ
て
卑
し
い
が
た
め
に

｢

徳
を
陽
に
配
す｣

の
で
あ
る
。
夫
に
従
う
性
質
が
あ
っ
て
、
自
身
の
干
が
徳
の
位
置

と
な
ら
な
い
理
由
で
あ
る
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
甲
・
丙
・
戊
・
庚
・
壬
は
皆
な
陽
で
、
自
ら
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(

丙
丁)

火水(

壬
癸)
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庚
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(

甲
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の
天
干
と
同
じ
位
置
に
在
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
乙
・
丁
・
己
・
辛
・

癸
は
皆
な
陰
で
、｢

徳
を
陽
に
配
す｣

と
す
る
。
以
上
を
、
表
に
す
る

と
表
三
の
よ
う
に
な
る
。

表
三

十
干
の
陽
・
陰
の
分
類
と
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置

｢

配
徳
於
陽｣

と
は
、
乙
・
丁
・
辛
・
己
・
癸
の
陰
が
そ
れ
ぞ
れ
庚
・

壬
・
丙
・
甲
・
戊
の
陽
へ
移
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
各
干
に
配
当
さ
れ

て
い
る
五
行
に
基
づ
く
と
、
こ
の
移
動
は
先
述
の
天
文
訓
の
柔
の
移
動

と
同
じ
五
行
の
勝
た
ざ
る
天
干
へ
の
移
動
で
あ
る
。
例
え
ば
、
陰
で
あ

る
乙
は
木
に
属
す
る
が
、
実
際
の
位
置
は
木
が
勝
た
ざ
る
金
に
属
す
る

庚
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
陰
が
移
動
す
る
の
は
所
在
の
天
干
に
配
当

さ
れ
て
い
る
五
行
の
勝
た
ざ
る
天
干
の
陽
へ
移
動
す
る
。
天
文
訓
で
は

徳
が
剛
の
場
合
と
柔
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
そ
れ
は

『

五
行
大

義』

の
陽
・
陰
の
移
動
と
同
じ
移
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
の
で
、『

五
行

大
義』

の
陰
の
移
動
を
参
考
に
し
て
天
文
訓
の
柔
徳
の
移
動
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
剛
は
陽
、
柔
は
陰
を
示
し
、
天
文
訓
は

『

五
行
大
義』

の
よ
う
に
、
徳
を
陰
・
陽
に
分
け
た
場
合
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

『

五
行
大
義』

を
参
考
に
す
れ

ば
、
徳
が
剛
で
あ
る
場
合
の
移
動
法
に
つ
い
て
も
解
釈
で
き
る
。
ま
た

｢

自
處
す｣

は
、
甲
〜
壬
ま
で
の
陽
が
初
め
の
天
干
と
同
じ
場
所
に
位

置
す
る
の
で
、
徳
が
剛
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
天
干
の
位
置
か
ら
移
動
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
が
徳
の
運
行
で
あ
り
、
表
に
す
る
と

表
四
の
よ
う
に
な
る
。

表
四

十
干
の
陽
・
陰
の
分
類
と
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置

２
、
刑
の
運
行

②
に

｢

太
陰
所
居
…
…
辰
爲
刑
…
…
刑
、
水
辰
之
木
、
木
辰
之
水
、
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壬

壬

癸

戊

庚

庚

己

甲

戊

戊

辛

丙

丙

丙

丁

壬

甲

甲

乙

庚

陽

位置

陰

位置

壬(水)

壬(水)

癸(水)

戊(土)

庚(金)

庚(金)

己(土)

甲(木)

戊(土)

戊(土)

辛(金)

丙(火)

丙(火)

丙(火)

丁(火)

壬(水)

甲(木)

甲(木)

乙(木)

庚(金)

陽(剛)

位置

陰(陰)

位置



金
・
火
立
其
處｣

と
あ
り
、
刑
の
運
行
は
各
年
毎
の
太
陰
の
居
る
辰

(
十
二
支
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
る)

と
連
動
す
る
刑
所
在
の
辰
の
五

行

(
土
を
除
く)

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る

(

②
の
刑
の
運
行
は
、

徳
の
運
行
で
用
い
ら
れ
て
い
る
相
勝
説
や
相
生
説
の
み
で
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い)
。
こ
の
よ
う
な
十
二
辰
の
五
行
配
当
に
つ
い
て
は
、

天
文
訓
の
別
の
個
所
に
三
合
説
と
し
て
見
え
て
い
る
。

〈
原
文
〉

木
生
于
亥
、
壯
于
卯
、
死
于
未
、
三
辰
皆
木
也
。
火
生
于
寅
、
壯

于
午
、
死
于
戍
、
三
辰
皆
火
也
。
土
生
于
午
、
壯
于
戍
、
死
于
寅
、

三
辰
皆
土
也
。
金
生
于
巳
、
壯
于
酉
、
死
于
丑
、
三
辰
皆
金
也
。

水
生
于
申
、
壯
于
子
、
死
于
辰
、
三
辰
皆
水
也
。

〈
書
き
下
し
〉

木
は
亥
に
生
じ
、
卯
に
壯
ん
に
、
未
に
死
す
、
三
辰
は
皆
な
木
な

り
。
火
は
寅
に
生
じ
、
午
に
壯
ん
に
、
戌
に
死
す
、
三
辰
は
皆
な

火
な
り
。
土
は
午
に
生
じ
、
戌
に
壯
ん
に
、
寅
に
死
す
、
三
辰
は

皆
な
土
な
り
。
金
は
巳
に
生
じ
、
酉
に
壯
ん
に
、
丑
に
死
す
、
三

辰
は
皆
な
金
な
り
。
水
は
申
に
生
じ
、
子
に
壯
ん
に
、
辰
に
死
す
、

三
辰
は
皆
な
水
な
り
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
亥
・
卯
・
未
に
木
、
寅
・
午
・
戌
に
火
、
午
・
戌
・

寅
に
土
、
巳
・
酉
・
丑
に
金
、
申
・
子
・
辰
に
水
を
配
し
、
刑
の
運
行

に
見
え
な
い
土
の
配
当
が
見
え
る
。
し
か
し

『

欽
定
協
紀
弁
方
書』

巻

一
・
三
合
条
に
よ
れ
ば
、
土
が
無
い
三
合
は
新
し
い
も
の
で
、
天
文
訓

の
よ
う
に
土
を
含
む
三
合
は
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(

９)

。
②
に
は
土
に

関
す
る
記
述
が
見
え
な
い
よ
う
に
、
刑
の
運
行
で
は
土
を
含
ま
な
い
前

者
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
胡
文
輝
氏

(�)

は
後
者
に
対
し
て
、｢

土
に
属
す

る
三
辰
は
他
の
五
行
の
辰
と
重
複
し
、
土
辰
は
虚
構
で
あ
り
、
実
際
の

推
算
に
お
い
て
は
影
響
が
無
い｣

と
述
べ
て
い
る
。
す
る
と
、
①
で
刑

が
中
宮
に
入
れ
な
い
と
し
て
い
る
理
由
は
、
刑
の
運
行
で
は
土
の
三
合

を
用
い
な
い
の
で
、
土
に
属
す
る
中
宮
に
入
れ
な
い
た
め
と
解
さ
れ
る

(�)
(

図
七
・
八)

。

図
七

三
合
論
に
お
け
る
十
二
辰
と

図
八

三
合
会
局

(

＊)

水
合
局
は
子
・
辰
・
申
。
金
合
局

は
丑
・
巳
・
酉
。
火
合
局
は
寅
・

午
・
戌
。
木
合
局
は
卯
・
未
・
亥
。

以
上
の
三
合
説
と
②
の
記
述
を
基
に
し
、
刑
の
運
行
を

｢

甲
子｣

の
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子

火

午

水

酉 卯 木金

亥

戌

申

未

丑

寅

辰

巳

木

火

水

木 金

水

火

金

子

火

午

水

酉 卯 木金

亥

戌

申

未

丑

寅

辰

巳

木

火

水

木 金

水

火

金



年
を
例
に
挙
げ
て
説
明
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
甲
子
の
年
は
、

刑
の
起
点
は
子
で
、
子
は
三
合
で
は
水
に
属
す
る
の
で

｢

刑
、
水
辰
之

木｣
の
記
述
に
従
っ
て
、
刑
は

｢

木｣

に
移
動
す
る
。
そ
の

｢

之
木

(

木
へ
の
移
動)｣

に
は
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
第
一
は
子

(

水)

か

ら
木
の
三
合
の
亥
・
卯
・
未
の
い
ず
れ
か
に
移
動
す
る
場
合
、
第
二
は

子
か
ら
①
に
見
え
る
天
の
五
宮
の
内
、
木
に
属
す
る
東
宮
へ
移
動
す
る

場
合
で
あ
る
。

ま
ず
前
者
の
子
か
ら
木
の
三
合

(

亥
・
卯
・
未)

の
い
ず
れ
か
に
移

動
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
亥
・
卯
・
未
へ
の
三
通
り
の
移
動
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
、
天
文
訓
の
記

述
か
ら
は
特
定
で
き
な
い
。
後
者
も
天
文
訓
の
記
述
か
ら
だ
け
で
は
特

定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
刑
の
位
置
に
つ
い
て
述
べ
た

『

五
行
大
義』

の

｢

支
自
相
刑｣

の
理
論
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

『

五
行
大
義』

論
刑
条
に
、

〈
原
文
〉

支
自
相
刑
者
、
子
刑
在
卯
、
卯
刑
在
子
、
丑
刑
在
戌
、
戌
刑
在
未
、

未
刑
在
丑
、
寅
刑
在
巳
、
巳
刑
在
申
、
申
刑
在
寅
。
辰
午
酉
亥
各

自
刑
。『

漢
書』

｢

翼
奉
奏
事｣

云

｢

木
落
歸
本
、
故
亥
卯
未
木
之

位
、
刑
在
北
方
。
亥
自
刑
、
卯
刑
在
子
、
未
刑
在
丑
。
水
流
向
末
。

故
申
子
辰
水
之
位
、
刑
在
東
方
。
申
刑
在
寅
、
子
刑
在
卯
、
辰
自

刑
。
金
剛
火
強
、
各
還
其
郷
、
故
巳
酉
丑
金
之
位
、
刑
在
西
方
。

巳
刑
在
申
、
酉
自
刑
、
丑
刑
在
戌
。
寅
午
戌
火
之
位
、
刑
在
南
方
。

寅
刑
在
巳
、
午
自
刑
、
戌
刑
在
未｣

。

〈
書
き
下
し
〉

支
自
ら
相
刑
す
る
は
、
子
の
刑
は
卯
に
在
り
、
卯
の
刑
は
子
に
在

り
、
丑
の
刑
は
戌
に
在
り
、
戌
の
刑
は
未
に
在
り
、
未
の
刑
は
丑

に
在
り
、
寅
の
刑
は
巳
に
在
り
、
巳
の
刑
は
申
に
在
り
、
申
の
刑

は
寅
に
在
る
。
辰
午
酉
亥
各
自
ら
刑
す
。『

漢
書』

｢

翼
奉
奏
事｣

に
云
う

｢

木
落
ち
て
本
に
歸
る
、
故
に
亥
卯
未
は
木
の
位
で
、
刑

は
北
方
に
在
る
。
亥
は
自
ら
刑
し
、
卯
の
刑
は
子
に
在
り
、
未
の

刑
は
丑
に
在
る
。
水
流
れ
て
末
に
向
か
う
。
故
に
申
子
辰
は
水
の

位
で
、
刑
は
東
方
に
在
る
。
申
の
刑
は
寅
に
在
り
、
子
の
刑
は
卯

に
在
り
、
辰
は
自
ら
刑
す
。
金
は
剛
く
火
は
強
し
、
各
其
の
郷
に

還
る
、
故
に
巳
酉
丑
は
金
の
位
で
、
刑
は
西
方
に
在
る
。
巳
の
刑

は
申
に
在
り
、
酉
は
自
ら
刑
し
、
丑
の
刑
は
戌
に
在
る
。
寅
午
戌

は
火
の
位
で
、
刑
は
南
方
に
在
る
。
寅
の
刑
は
巳
に
在
り
、
午
は

自
ら
刑
し
、
戌
の
刑
は
未
に
在
る｣

と
。

〈
日
本
語
訳
〉

十
二
支
が
自
ら
互
い
に
刑
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
子
は

卯
に
刑
さ
れ
、
卯
は
子
に
刑
さ
れ
、
丑
は
戌
に
刑
さ
れ
、
戌
は
未

に
刑
さ
れ
、
未
は
丑
に
刑
さ
れ
、
寅
は
巳
に
刑
さ
れ
、
巳
は
申
に

刑
さ
れ
、
申
は
寅
に
刑
さ
れ
る
。
辰
午
酉
亥
は
各
々
自
ら
刑
す
る

の
で
あ
る
。『
漢
書』

｢

翼
奉
奏
事｣

に
、｢

木
が
朽
ち
果
て
本
に

― 10 ―



歸
る
、
し
た
が
っ
て
亥
卯
未
は
木
の
位
で
あ
る
の
で
、
刑
は
北
方

に
あ
る
の
だ
。
亥
は
自
ら
を
刑
し
、
卯
の
刑
は
子
に
あ
り
、
未
の

刑
は
丑
に
あ
る
。
水
は
流
れ
て
末
に
向
か
う
。
し
た
が
っ
て
申
子

辰
は
水
の
位
で
あ
る
の
で
、
刑
は
東
方
に
あ
る
。
申
の
刑
は
寅
に

あ
り
、
子
の
刑
は
卯
に
あ
り
、
辰
は
自
ら
を
刑
す
。
金
は
剛
く
火

は
強
い
、
各
々
そ
の
方
位
に
還
る
。
し
た
が
っ
て
巳
酉
丑
は
金
の

位
な
の
で
、
刑
は
西
方
に
あ
る
。
巳
の
刑
は
申
に
あ
り
、
酉
は
自

ら
を
刑
し
、
丑
の
刑
は
戌
に
あ
る
。
寅
午
戌
は
火
の
位
な
の
で
、

刑
は
南
方
に
あ
る
。
寅
の
刑
は
巳
に
あ
り
、
午
は
自
ら
を
刑
し
、

戌
の
刑
は
未
に
あ
る｣

と
言
う
。

と
あ
る

(�)
。
こ
こ
で
は
、
子
を

｢

刑
す
る｣
も
の
は
卯
に
在
る

(｢

子
刑

在
卯｣)

と
い
う
よ
う
に
、
各
十
二
辰
に
お
け
る
刑
さ
れ
る
対
象
と
刑

す
る
主
体
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
、
次
に

『

五
行
大
義』

が
引
く

『

漢
書』

｢

翼
奉
奏
事

(�)｣

に
、
刑
の
位
置
す
る
十
二
辰
の
五
行
と
刑
の
移
動
先
の

十
二
辰
と
そ
の
方
位
配
当
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

木
に
属
す
る
亥
・
卯
・
未
の
場
合
、
刑
は
そ
れ
ぞ
れ
北
方
に
属
す
る
亥
・

子
・
丑
に
あ
る
。
水
に
属
す
る
申
・
子
・
辰
の
場
合
、
刑
は
東
方
に
あ

る
寅
・
卯
・
辰
に
あ
る
。
金
に
属
す
る
巳
・
酉
・
丑
の
場
合
、
刑
は
西

方
に
属
す
る
申
・
酉
・
戌
に
あ
る
。
火
に
属
す
る
寅
・
午
・
戌
の
場
合
、

刑
は
南
方
に
属
す
る
巳
・
午
・
未
に
あ
る

(�)

。
こ
れ
を
表
に
す
る
と
表
五

の
よ
う
に
な
り
、
図
示
す
る
と
図
九
の
よ
う
に
な
る
。

表
五

十
二
辰
と
刑
の
位
置
関
係

図
九

支
自
相
刑
と
十
二
辰
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亥

木

亥

木

北

水

酉

金

酉

金

西

金

午

火

午

火

南

火

辰

水

辰

水

東

木

申

水

寅

火

東

木

巳

金

申

水

西

金

寅

火

巳

金

南

火

未

木

丑

金

北

水

戌

火

未

木

南

火

丑

金

戌

火

西

金

卯

木

子

水

北

水

子

水

卯

木

東

木

刑の初
期所在
の十二
辰

刑の移
動先と
方位

＊
内
側
は
刑
す
る
支
、

外
側
は
刑
さ
れ
る
支
。

(

中
村
璋
八

『

五
行
大

義

(�)』

を
参
照)

。

子

午

酉 卯

亥

戌

申

未

丑

巳

寅

辰

��
�� � ��� �� � � �� ��



一
方
、『

五
行
大
義』

巻
二
論
方
位
雑
条
に
は
、
十
二
辰
の
方
位
配

当
と
五
行
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
が
あ
り
、
図
示
す
る
と
図
一

〇
の
よ
う
に
な
る

(�)
。
な
お
、『

五
行
大
義』

の
編
成
で
は
論
方
位
雑
条

の
方
が
前
段
に
あ
る
の
で
、
論
刑
条
は
こ
れ
に
基
づ
く
も
の
と
解
さ
れ

る
。

図
一
〇

五
行
の
方
位
配
当
と
十
二
辰

以
上
に
よ
る
と
、
刑
の
運
行
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ

ろ
う

(

表
五
参
照)

。
水
に
属
す
る
子
に
刑
が
在
る
場
合
、
移
動
先
は

木
の
方
位
に
属
す
る
卯
で
あ
る
。
木
に
属
す
る
卯
に
刑
が
在
る
場
合
、

移
動
先
は
水
の
方
位
に
属
す
る
子
で
あ
る
。
金
に
属
す
る
丑
に
刑
が
在

る
場
合
、
移
動
先
は
金
の
方
位
に
属
す
る
戌
で
あ
る
。
火
に
属
す
る
戌

に
刑
が
在
る
場
合
、
移
動
先
は
火
の
方
位
に
属
す
る
未
で
あ
る
。
木
に

属
す
る
未
に
刑
が
在
る
場
合
、
移
動
先
は
水
の
方
位
に
属
す
る
丑
で
あ

る
。
火
に
属
す
る
寅
に
刑
が
在
る
場
合
、
移
動
先
は
火
の
方
位
に
属
す

る
巳
で
あ
る
。
金
に
属
す
る
巳
に
刑
が
在
る
場
合
、
移
動
先
は
金
の
方

位
に
属
す
る
申
で
あ
る
。
水
に
属
す
る
申
に
刑
が
在
る
場
合
、
移
動
先

は
木
の
方
位
に
属
す
る
寅
で
あ
る
。
水
に
属
す
る
辰
に
刑
が
在
る
場
合
、

移
動
先
は
木
の
方
位
に
属
す
る
辰
で
あ
る
。
火
に
属
す
る
午
に
刑
が
在

る
場
合
、
移
動
先
は
火
の
方
位
に
属
す
る
午
で
あ
る
。
金
に
属
す
る
酉

に
刑
が
在
る
場
合
、
移
動
先
は
金
の
方
位
に
属
す
る
酉
で
あ
る
。
木
に

属
す
る
亥
に
刑
が
在
る
場
合
、
移
動
先
は
水
の
方
位
に
属
す
る
亥
で
あ

る
。こ

こ
で
先
に
論
じ
た
、
天
文
訓
の
刑
の
運
行
の
二
つ
の
可
能
性
に
つ

い
て
、
今
一
度
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
は
、
刑
の
運
行
は
三
合
説
を
用
い
る
だ
け
で
解
釈
で
き
る
と
考

え
、
刑
の
最
初
に
居
る
辰
の
三
合
説
に
お
け
る
五
行
配
当
と
、
刑
の
移

動
先
の
辰
の
三
合
説
に
お
け
る
五
行
配
当
の
み
を
考
え
る
場
合
で
あ
る
。

第
二
は
、
三
合
説
だ
け
で
な
く
五
行
の
方
位
配
当
も
用
い
、
刑
の
最

初
に
居
る
辰
の
三
合
説
に
お
け
る
五
行
配
当
と
刑
の
移
動
先
の
辰
の
五

行
の
方
位
配
当
を
考
え
る
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で

『

五
行
大
義』

論
刑

条
と
表
五
を
基
に
し
て
、
子
、
卯
、
午
、
酉
の
刑
の
運
行
を
考
え
て
み

る
と
、
第
一
の
三
合
説
の
み
を
用
い
た
解
釈
で
全
て
説
明
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
丑
・
戌
・
未
・
寅
・
巳
・
申
・
辰
・
亥
の
場

合
は
、
天
文
訓
②
の

｢

刑
、
水
辰
之
木
、
木
辰
之
水
、
金
・
火
立
其
處｣

と
は
合
わ
ず
、
第
一
の
場
合
の
解
釈
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
部
分
が
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東

(

木)

卯

寅

辰
(

水)

丑

巳
(

火)

北

子

午

南

亥

未

戌

申

酉西

(

金)



残
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
第
二
の
場

合
の
よ
う
に

『

五
行
大
義』

に
見
え
る
五
行
の
方
位
配
当
を
用
い
る
必

要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
天
文
訓
は
十
二
辰
に
よ
る
天
の
分
割
で
あ
る
た
め
、『

五
行

大
義』

の
も
の
と
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が

『

五
行
大

義』

論
刑
・
論
方
位
雑
条
を
用
い
る
こ
と
で
②
部
分
の
刑
の
運
行
の
解

釈
が
可
能
と
な
る
た
め
、
こ
れ
を
利
用
し
て
天
を
分
割
し
て
刑
の
移
動

を
考
え
た
い
。
そ
こ
で
刑
の
運
行
を
天
文
訓
①
の
よ
う
に
天
の
五
宮
に

あ
て
は
め
て
図
に
す
る
と
、
図
一
一
の
よ
う
に
な
る
。

図
一
一

(

ａ)

五
行
・
十
二
辰
の
関
係
と

(

ｂ)

刑
の
東
西
南
北
宮

へ
の
移
動

(

ａ)

(

ｂ)図

(

ａ)

の
外
側
の
そ
れ
ぞ
れ
の
辰
に
刑
が
在
る
場
合
、
内
側
は
結

果
的
に
刑
の
移
動
先
の
位
置
と
な
る
。
そ
し
て
、
図

(

ｂ)

で
は
十
二

辰
と
図

(

ａ)

内
側
の
刑
の
位
置
番
号
を
東
・
西
・
南
・
北
宮
に
対
応

さ
せ
て
い
る
。

た
と
え
ば
甲
子
を
例
に
す
る
と
、
図

(

ａ)

に
お
い
て
刑
の
最
初
の

位
置
が
外
側
の

｢

①
子｣

で
、
次
に
内
側
の

｢

①
卯｣

に
移
動
さ
せ
、

そ
の
番
号
を
図

(

ｂ)

に
対
応
さ
せ
る
と
、｢

卯
①｣

は
東
宮
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
初
め
刑
は
三
合
説
で
水
に
属
す
る

｢

①
子｣

(

図

(

ａ))

に

居
り
、
次
に
図

(

ｂ)

の
木
に
属
す
東
宮
に
移
る
。
こ
れ
は
天
文
訓
の

｢

刑
、
水
辰
之
木｣

の
記
述
と
合
い
、
天
文
訓
①
部
分
の
運
行
と
も
矛

盾
し
な
い
。
こ
の
移
動
は
刑
の
最
初
の
位
置
が
ど
の
辰
の
場
合
で
も
天

文
訓
②
の
記
述
と
合
い
、『

五
行
大
義』

に
よ
っ
て
天
文
訓
②
が
解
釈
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⑦
午

⑩
酉

①
卯
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亥
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③
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⑨
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(
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⑧

③
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(
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宮
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④
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宮

(
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⑦
午

宮

北

亥
⑫

⑪
未

南

戌
②

⑥
申

酉
⑩

西
宮

(

金)



で
き
る
の
で
あ
る
。
天
文
訓
①
の
記
述
の
み
で
は
、
刑
が
中
宮
に
入
ら

な
い
理
由
を
説
明
で
き
な
い
が
、
天
文
訓
①
は
天
文
訓
②
と
補
完
関
係

に
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
由
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
天
文
訓
②
の
運
行
は
、
ま
ず
刑
が
初
め
に
位
置
す
る
十
二
辰

の
三
合
説
に
お
け
る
五
行
を
起
点
に
し
、
次
に

｢

支
自
相
刑｣

に
し
た

が
っ
て
刑
を
移
動
さ
せ
、
移
動
し
た
場
所
の
方
位
の
五
行
配
当
を
考
え

れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
二
十
歳
刑
徳
の
二
十
年
の

刑
・
徳
運
行
を
表
に
す
る
と
、
表
六
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
位
置
を
確
定
さ
れ
た
刑
・
徳
は
、
何
を
占
う
た
め

の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
文
訓
に

｢

凡
そ
太
陰
を
用
う
れ
ば
、

左
前
の
刑
、
右
背
の
徳
、
鉤
陳

(�)
の
衝
辰
を�
つ
。
以
て
戰
え
ば
必
ず
勝

ち
、
以
て
攻
む
れ
ば
必
ず
剋
つ｣

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
戦
で
攻
撃

を
仕
掛
け
る
方
向
の
有
利
・
不
利
を
占
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
十
歳
刑
徳
で
は
、
天
を
東
・
西
・
南
・
北
・

中
の
五
宮
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
五
行
の
木
・
金
・
火
・
水
・
土
を
配

当
す
る
。
刑
・
徳
は
二
十
年
を
周
期
と
し
て
一
年
毎
に
天
の
五
宮
上
を

運
行
す
る
。
ま
た
、
徳
は
太
陰
の
十
干
を
起
点
に
し
、｢

陰
陽｣
・｢
五

行｣

の
理
論
を
用
い
て
位
置
を
確
定
す
る
。
一
方
、
刑
は
太
陰
所
在
の

十
二
辰
を
起
点
に
し
、｢

支
自
相
刑｣

・｢

三
合｣

の
理
論
を
用
い
て
位

置
を
確
定
す
る
。
以
下
に
二
十
歳
刑
徳
の

｢

移
動｣

・｢

周
期｣

・｢

基
準

と
す
る
天
体｣

・｢

使
用
す
る
理
論｣

・｢

使
用
目
的｣

を
表
に
す
る
と
表

七
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う

(�)

。

表
六

｢

二
十
歳
刑
徳｣

の
二
十
一
年
目
ま
で
の
各
年
の
刑
・
徳
の
位
置
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刑

徳

甲
子

東
宮

東
宮

一
年
目

※
陶
磊

『《

淮
南
子
・
天
文
》
研
究
―

従
数
術
史
的
角
度

(�)』

中
の
表
を
引

用
し
、
一
部
追
加
。

乙
丑

西

西

二
年
目

丙
寅

南

南

三
年
目

�������戊辰中東五年
目

己
巳

東

西

六
年
目

庚
午

西

南

七
年
目

辛
未

南

北

八
年
目

壬
申

北

東

九
年
目

癸
酉

中

西

一
〇
年
目

甲
戌

東

南

一
一
年
目

乙
亥

西

北

一
二
年
目

丙
子

南

東

一
三
年
目

丁
丑

北

西

一
四
年
目

戊
寅

中

南

一
五
年
目

己
卯

東

北

一
六
年
目

庚
辰

西

東

一
七
年
目

辛
巳

南

西

一
八
年
目

壬
午

北

南

一
九
年
目

��������
甲
申

東

東

二
一
年
目



表
七

｢

二
十
歳
刑
徳｣

の
構
成
要
素

結

語

以
上
、
天
文
訓

｢

二
十
歳
刑
徳｣

の
刑
・
徳
運
行
を
検
討
し
た
。
そ

れ
を
要
約
す
れ
ば
、
徳
は
太
陰
の
十
干
を
起
点
に
し
て
、｢

陰
陽｣

・

｢

五
行｣

の
理
論
に
よ
っ
て
位
置
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
刑
は

太
陰
所
在
の
十
二
辰
を
起
点
に
し
、
支
自
相
刑
・
三
合
の
理
論
に
よ
っ

て
位
置
が
定
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
位
置
を

決
め
ら
れ
た

｢

刑｣

・｢

徳｣

は
、
現
実
に
お
い
て
は
戦
争
に
お
け
る
攻

撃
方
向
の
占
断
に
用
い
ら
れ
、
伝
世
文
献
で
実
際
に
刑
・
徳
の
位
置
に

つ
い
て
の
言
及
し
た
も
の
が
、『

漢
書』

巻
九
九
王
莽
伝
中
の
王
莽
の

詔
に
、今

年

(

壬
申)

刑
在
東
方
、
誅
貉
之
部
先
縱
焉
。
捕
斬
虜�
、
平

定
東
域
、
虜
知
殄
滅
、
在
于
漏
刻
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
刑
徳
の
位
置
・
方
位
に
言
及
し
た
上
で
の
東
方

(

高

句
麗
方
面)

へ
の
軍
事
行
動
を
予
想
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
こ
れ
ま
で
図
示
に
よ
る
説
明
・
理
論
構
成
の
検
討
を

さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
天
文
訓

｢

二
十
歳
刑
徳｣

の
理
論

を
、
補
助
線
と
し
て

『

五
行
大
義』

等
を
用
い
る
こ
と
で
説
明
・
図
示

し
、
そ
の
構
成
要
素
に
検
討
を
加
え
た
。
伝
世
文
献
に
お
い
て
刑
・
徳

を
用
い
た
占
術
理
論
の
説
明
は
、
管
見
の
限
り
天
文
訓
に
の
み
見
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
天
文
訓

｢

二
十
歳
刑
徳｣

の
検
討
は
今
後
出
土
文
献
の

刑
徳
占
の
比
較
・
検
討
を
行
う
上
で
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、

数
術
研
究
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

次
の
検
討
と
し
て
、
現
存
最
古
の
刑
徳
占
の
文
献
で
あ
る
漢
代
初
期

抄
写

『

馬
王
堆
漢
墓
帛
書』

｢

刑
徳｣

篇
の
研
究
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

こ
の
帛
書

｢

刑
徳｣

篇
に
は
、｢

刑�
大
遊｣

・｢

刑�
小
遊｣

の
運
行

が
あ
る
。
本
論
文
で
検
討
し
た
二
十
歳
刑
徳
と
運
行
形
式
が
近
い
の
は

刑�
大
遊
の
方
で
、
そ
こ
に
は
天
文
訓
に
は
見
え
な
い
理
論
・
図
が
見

え
る
。
数
術
中
の
刑
・
徳
観
念
の
変
遷
を
理
解
す
る
上
で
、
帛
書

｢

刑

徳｣

篇
の
刑�
大
遊
の
検
討
は
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

�
(

１)

胡
文
輝

『

中
国
早
期
方
術
與
文
献
叢
考』

(

中
山
大
学
出
版
、
二
〇
〇
〇
年)

。

(
２)

刑
徳
占
の
現
存
最
古
の
も
の
に
は
馬
王
堆
帛
書

｢

刑
徳｣

篇
が
あ
り
、
そ

の
抄
写
年
代
は
漢
代
文
帝
期
と
さ
れ
て
い
る
。

(

３)
た
だ
し

『

淮
南
子』

天
文
訓
補
注
は
、
天
文
訓
の

｢

太
陰｣

は

｢

太
歳｣

の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
実
際
天
文
訓
の

｢

太
陰｣

と
同
質
の
も
の
は

『

漢
書』

巻
二
六
天
文
志
等
の
文
献
で
は

｢

太
歳｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。
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移
動

一
年

周
期

二
十
年

基
準
と
す
る
天
体

太
陰

使
用
さ
れ
る
理
論

陰
陽

五
行

支
自
相
刑

三
合

使
用
目
的

戦
争
に
お
け
る
攻
撃
方
向
の
占
い



(

４)

楠
山
春
樹

『

淮
南
子』

(

新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
七
九
年)

。

(

５)
『

淮
南
子』

巻
三
天
文
訓

｢�����������
。
其
雄
爲
歳
星
、

舍
斗
・
牽
牛
、
以
十
一
月
、
與
之
晨
出
東
方
、
東
井
・
輿
鬼
爲
對
。���

�������
。
歳
星
舍
須
女
・
虚
・
危
、
以
十
二
月
、
與
之
晨
出
東
方
、

柳
・
七
星
・
張
爲
對
。����������
。
歳
星
舍
營
室
・
東
壁
、

以
正
月
、
與
之
晨
出
東
方
、
翼
・
軫
爲
對
。�����������
。

歳
星
舍
奎
・
婁
、
以
二
月
、
與
之
晨
出
東
方
、
角
・
亢
爲
對
。�����

�����
。
歳
星
舍
胃
・
昴
・
畢
、
以
三
月
、
與
之
晨
出
東
方
。�
・
房
・

心
爲
對
。����������
。
歳
星
舍
觜
雋
・
參
、
以
四
月
、
與
之

晨
出
東
方
。
尾
・
箕
爲
對
。����������
。
歳
星
舍
東
井
・
輿

鬼
、
以
五
月
、
與
之
晨
出
東
方
、
斗
・
牽
牛
爲
對
。���������

�
、
歳
星
舍
柳
・
七
星
・
張
、
以
六
月
、
與
之
晨
出
東
方
。
須
女
・
虚
・
危

爲
對
。����������
、
歳
星
舍
翼
・
軫
、
以
七
月
、
與
之
晨
出

東
方
。
營
室
・
東
壁
爲
對
。�����������
、
歳
星
舍
角
・
亢
、

以
八
月
、
與
之
晨
出
東
方
。
奎
・
婁
爲
對
。����������
、
歳

星
舍�
・
房
・
心
、
以
九
月
、
與
之
晨
出
東
方
。
胃
・
昴
・
畢
爲
對
。��

���������
、
歳
星
舍
尾
・
箕
、
以
十
月
、
與
之
晨
出
東
方
。
觜

�
・
參
爲
對｣

。

(

６)
『

爾
雅』

釋
天

｢

太
歳
在
甲
曰
閼
逢
、
在
乙
曰
旃
蒙
、
在
丙
曰
柔
兆
、
在
丁

曰
強
圉
、
在
戊
曰
著
雍
、
在
己
曰
屠
維
、
在
庚
曰
上
章
、
在
申
曰
重
光
、
在

壬
曰
玄�
、
在
癸
曰
昭
陽｣

。

(

７)
『

漢
書』

巻
二
十
一
・
律
暦
志

｢

乃
以
前
暦
上
元
泰
初
四
千
六
百
一
十
七
歳
、

至
於
元
封
七
年
、
復
得
閼
逢
攝
提
格
之�
、
中
冬
十
一
月
甲
子
朔
旦
冬
至
、

日
月
在
建
星
、
太�
在
子｣

。

(

８)
『

淮
南
子』

巻
三
天
文
訓

｢

何
謂
五
星
。
東
方
、
木
也
…
…
其
日
甲
乙
。
南

方
、
火
也
…
…
其
日
丙
丁
。
中
央
、
土
也
…
…
其
日
戊
己
。
西
方
、
金
也
…
…

其
日
庚
辛
。
北
方
、
水
也
、
…
…
其
日
壬
癸｣

。

(

９)
『

協
紀�
方
書』

巻
一
・
三
合
条

｢

申
子
辰
合
水
局
。
亥
卯
未
合
木
局
。
寅

午
戌
合
火
局
。
巳
酉
丑
合
金
局
。『

考
原』

曰
、｢

三
合
者
取
生
旺
墓
、
三
者

以
合
局
也
。
申
子
辰
合
水
局
也
。
亥
卯
未
合
木
局
。
寅
午
戌
合
火
局
。
巳
酉

丑
合
金
局｣

…
…
由
今
考
之
、
陰
陽
家
言
三
合
者
、
唯
水
火
木
金
而
巳
、
不

及
於
土
也
。
然
言
陰
陽
書
、『

淮
南
子』

亦
可
爲
古｣

。

(�)

胡
文
輝

『

中
国
早
期
方
術
與
文
献
叢
考』

(

中
山
大
学
出
版
、
二
〇
〇
〇
年)

(�)

三
合
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、『

睡
虎
地
秦
墓
竹
簡』

日
書
乙
篇
が

あ
る
。
工
藤
元
男
氏
は
三
合
の
記
述
が
あ
る
簡
の
簡
数
に
基
づ
き
、
日
書
の

三
合
に
は
木
火
土
金
水
が
あ
る
と
す
る

(

工
藤
元
男

『

睡
虎
地
秦
簡
よ
り
み

た
秦
代
の
国
家
と
社
会』

(

創
文
社
、
一
九
九
八
年))

。
一
方
、
劉
楽
賢
氏
は

饒
宗
頤
氏

(

饒
宗
頤

｢

秦
簡
中
的
五
行
説
與
納
音
説｣

(『

古
文
字
研
究』

第

十
四
輯

(

陝
西
省
考
古
研
究
所
、
一
九
八
四
年)))

に
従
い
、
さ
ら
に

『

協

紀
弁
方
書』

・『

天
水
放
馬
灘
竹
簡』

日
書
に
見
え
る
木
火
金
水
の
三
合
の
記

述
を
根
拠
に
し
て
、
日
書
の
三
合
は
木
火
金
水
で
あ
る
と
す
る

(

劉
楽
賢

『

睡
虎
地
秦
簡
日
書
研
究』

(

文
津
出
版
社
、
一
九
九
四
年))

。

(�)
刑
の
意
味
つ
い
て
、『

五
行
大
義』

巻
二
論
刑
に
、

史
蘓

『

龜
經』

云

｢

當
成
不
成
、
視
兆
相
刑｣

。
又
問
云
、｢

六
合
是

吉
而
巳
、�����

｣

。
又
問
云

｢

金
帶
水
生
火
中
。
火
爲
金
鬼
、

水
爲
火
鬼
、
金
共
水
生
火
中
、
則
是
鬼
母
子
身
。�������

���������������������
｣

。

史
蘓
の

『

龜
經』

に
云
う

｢

當
に
成
る
べ
く
も
成
ら
ざ
れ
ば
、
兆
を

視
て
相
刑
す｣

と
。
又
問
い
て
云
う
、｢

六
合
は
是
れ
吉
な
る
而
巳
も
、

�������������
す
る
と
は
何
ぞ
や｣

と
。
又
問
い

て
云
う
、｢

金
は
水
を
帶
び
て
火
中
に
生
ず
。
火
は
金
の
鬼
爲
り
、
水

は
火
の
鬼
爲
り
、
金
は
水
と
共
に
し
て
火
中
に
生
じ
、
則
ち
是
れ
鬼

の
母
子
の
身
な
り
。������������������

��������������������������
����

｣

と
。
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と
あ
る
。
ゴ
チ
ッ
ク
部
で
六
合
の
関
係
に
あ
る
申
が
巳
を
刑
す
る
理
由
に
つ

い
て
述
べ
る
が
、
そ
の
中
で
申
・
巳
に
そ
れ
ぞ
れ
配
当
さ
れ
て
い
る
五
行
が

互
い
に

｢

剋｣

・｢

讎｣

す
る
故
だ
と
し
て
い
る
。｢

支
自
相
刑｣

と
は
、
十
二

辰
が
お
互
い
に
対
立
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

(�)
『

五
行
大
義』

が
引
く

『

漢
書』

｢

翼
奉
奏
事｣

は
本
文
の
よ
う
で
あ
る
が
、

『

漢
書』
巻
七
五
翼
奉
伝
の
本
文
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
翼
奉
伝
の
孟
康

注
が
引
く

｢
翼
氏
風
角｣

に
、｢

木
落
歸
本
、
水
流
歸
末｣

・｢

金
剛
火
彊
、
各

歸
其
郷｣

と
あ
り
、『

五
行
大
義』

と
同
じ
よ
う
に
五
行
の
方
位
配
当
に
お
い

て
水
・
木
、
金
・
火
で
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
刑
の
位
置

関
係
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
述
べ
た

『

五
行
大
義』

を
用
い
る
。

(�)
『

淮
南
子』

天
文
訓
補
注

(
以
下
補
註
と
略
す)

は

｢

甲
子
之
歳
…
…
刑
在

卯
、
子
刑
卯
、
故
刑�
合
東
方
宮｣
と
し
、
さ
ら
に

『

開
元
占
経』

巻
九
一

歳
月
日
時
刑
条
に
、

子
刑
卯
、
卯
爲
刑
下
、
子
爲
刑
上
。
丑
刑
戌
、
戌
爲
刑
下
、
未
爲
刑

上
。
寅
刑
巳
、
巳
爲
刑
下
、
申
爲
刑
上
。
卯
刑
子
、
子
爲
刑
下
、
卯

爲
刑
上
。
辰
刑
辰
。
巳
刑
申
、
申
爲
刑
下
、
寅
爲
刑
上
、
午
刑
午
。

未
刑
丑
、
丑
爲
刑
下
、
戌
爲
刑
上
。
申
刑
寅
、
寅
爲
刑
下
、
己
爲
刑

上
。
酉
刑
酉
。
戌
刑
未
、
未
爲
刑
下
、
丑
爲
刑
上
。
亥
刑
亥
。
凡
刑

下
來
者
禍
淺
、
刑
上
來
者
災
深
。
自
刑
者
兼
刑
上
刑
下
、
其
災
尤
深
。

謂
之
三
刑
、
刑
上
・
刑
下
・
自
刑
也
。

子
の
刑
は
卯
、
卯
は
刑
下
爲
り
、
子
は
刑
上
爲
り
。
丑
の
刑
は
戌
、

戌
は
刑
下
爲
り
、
未
は
刑
上
と
爲
り
。
寅
の
刑
は
巳
、
巳
は
刑
下
と

爲
り
、
申
は
刑
上
爲
り
。
卯
の
刑
は
子
、
子
は
刑
下
爲
り
、
卯
は
刑

上
爲
り
。
辰
の
刑
は
辰
。
巳
の
刑
は
申
、
申
は
刑
下
爲
り
、
寅
は
刑

上
爲
り
、
午
の
刑
は
午
。
未
の
刑
は
丑
、
丑
は
刑
下
爲
り
、
戌
は
刑

上
爲
り
。
申
の
刑
は
寅
、
寅
は
刑
下
爲
り
、
己
は
刑
上
爲
り
。
酉
の

刑
は
酉
。
戌
の
刑
は
未
、
未
は
刑
下
爲
り
、
丑
は
刑
上
爲
り
。
亥
の

刑
は
亥
。
凡
そ
刑
下
よ
り
來
る
者
の
禍
は
淺
く
、
刑
上
下
よ
り
來
る

者
の
災
は
深
し
。
自
刑
す
る
者
は
刑
上
・
刑
下
を
兼
ね
て
、
其
れ
災

は
尤
も
深
し
。
こ
れ
を
三
刑
と
謂
い
、
刑
上
・
刑
下
・
自
刑
な
り
。

と
あ
る
の
を
引
用
し
て
、
こ
れ
が

『

淮
南
子』

の
刑
徳
で
あ
る
と
説
明
し
て

い
る
。｢

刑
上｣

と
は
刑
さ
れ
る
対
象
、｢

刑
下｣

と
は
刑
す
る
主
体
で
、｢

自

刑｣

は
自
分
の
辰
を
自
ら
刑
す
る
こ
と
を
指
す
。『

開
元
占
経』

で
は
十
二
辰

を

｢

刑
上｣

・｢

刑
下｣

・｢

自
刑｣

に
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
い
る

(｢

自
刑｣

す
る

辰

(

午
・
辰
・
酉
・
亥)

以
外
は

｢

刑
上｣

・｢

刑
下｣

の
両
方
に
な
り
得
る)

。

子
・
卯
は
○
刑
△
で
表
さ
れ
る
句
に
お
い
て
○
が
刑
上
、
△
が
刑
下
に
そ
の

ま
ま
対
応
し
て
い
る
が
、
丑
・
未
・
戌
、
寅
・
巳
・
申
は
刑
さ
れ
る
対
象
で

あ
る

｢

刑
上｣

は
○
刑
△
の
○
に
は
そ
の
ま
ま
対
応
し
な
い
。
例
え
ば
、｢

丑

刑
戌｣

の
場
合
、｢

刑
上｣

は
未
と
な
る
。
本
段
に
は
丑
・
戌
が
相
刑
す
る
関

係
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、｢

丑
刑
戌｣

・｢

戌
刑
未｣

・｢

未
刑
丑｣

と
あ
る
が
、

○
が
丑
の
場
合
、
刑
上
は
△
に
丑
が
入
っ
た
場
合
の
○
、
つ
ま
り

｢

未
刑
丑｣

の
未
と
な
る
。

(�)
中
村
璋
八

『

五
行
大
義』

(

明
治
書
院
、
一
九
九
八
年)

(�)
『

五
行
大
義』

巻
二
論
方
位
雑
条

｢

東
方
甲
乙
、
寅
卯
辰
…
…
南
方
丙
丁
、

巳
午
未
…
…
西
方
庚
辛
、
申
酉
戌
…
…
北
方
壬
癸
、
亥
子
丑｣

。

(�)
陶
磊

『《

淮
南
子
・
天
文
》
研
究
―
従
数
術
史』

(

斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
三

年)

。

(�)
北
極
紫
微
垣
の
内
に
あ
る
星
。

(�)
な
お
、
武
田
時
昌
氏
は
刑
の
運
行
は

｢

三
合
論｣

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、｢

支
自
相
刑｣

の
理
論
は
用
い
て
い
な
い

(

同
氏

｢

刑�
遊
行
の
占

術
理
論｣

(『

日
本
中
国
学
会
報』

第
六
三
輯
、
二
〇
一
一
年))

。
な
お
こ
の

論
文
に
つ
い
て
は
、
大
東
文
化
大
学
非
常
勤
講
師
田
中
良
明
先
生
に
ご
紹
介

頂
き
、
埼
玉
大
学
名
誉
教
授
関
口
順
先
生
に
複
写
し
て
頂
い
た
。
厚
く
御
礼

を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

(

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
籍)
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